
令和５年１０月農業委員会定例会議事録 

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

日程第９ 

 

出席委員 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 

農林水産課 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

令和５年１０月２０日（金）午後１時３０分～午後３時０１分 

 

さぬき市役所３階 ３０１・３０２ 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１～３号） 

非農地証明願いについて           （会長提出議案第４～１２号） 

農地法第４条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１３～１４号） 

農地法第５条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１５～２０号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第２１号） 

農業振興地域整備計画変更の答申について   （会長提出議案第２２～２５号） 

農業経営改善計画の審議について       （会長提出議案第２６号） 

その他 

 

1山下加代子 2吉原博美 3眞田幸隆 4蓮井セツ子 5松岡浩二 

6池田幸嗣 7大塚ノブ子 8林 文夫 9藤井 修 10樫村浩二 

11十川隆行 12寒川孝志 13戸田修治 14長田禎二 15細川和美 

16岩澤佳宣(会長職務代理者) 17芳竹和政（会長） 

 

なし 

 

山下智資事務局長 頼冨伸次副主幹 松本美佳係長 藤川英祐主査 

 

玉木省三副主幹 

 

猪熊正農地集積専門員 西渕健一農地集積専門員 

 

なし 

 

 

 



  

  

事務局 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご案内を申し上げました時刻が参りました。ただいまより令和５年１０月

農業委員会定例会を開催したらと思います。会議進行につきましては、芳竹

会長のほうでよろしくお願いします。 

 

改めまして、皆さん、こんにちは。先月まで大変暑い日が続きましたが、

今月に入った途端に朝晩冷えて、秋らしくなってまいりました。 

８月から始まった農地パトロール、今月で全地域終わりました。皆さんご

協力、誠に感謝致します。ありがとうございました。引き続いてまた意向調

査がありますので、またよろしくお願い致します。 

本日の議案であります各案件につきまして、円滑なご審議、ご協力のほど

よろしくお願いし、簡単ではございますが、挨拶に代えさせていただきます。 

なお、本日提案致します案件につきましては、事前に各地区で現地確認し、

調査していただいていると思いますので、よろしくお願い致します。 

さて、本日の出席は１７名中１７名の出席で、農業委員会等に関する法律

第２７条第３項の規定に基づき、過半数の出席ですので成立することを宣言

致します。 

では、議事録署名委員の決定ですが、私のほうから指名致します。それで

は、７番 大塚委員さん、８番 林委員さん、両委員さん、お願い致します。 

では、本日の日程に沿って進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告。事務局より報告をお願い致します。 

 

別紙Ａ４の資料１ページの農地法第１８条第６項に基づく通知についてを

ご覧ください。これは賃借権を中途解約するもので、９件受理しています。 

報告第１号、第２号をご覧ください。これらは借人が●●●●、●●●様

の解約で、解約理由は病気等で労力不足のためです。貸人は、第１号、●●

●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番●、第２号、●●●●、●

●●●様、申請地、●●●●●●●●●番です。 

報告第３号、第４号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借りを

行っている農地で、貸人、●●●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●

●●●、●●●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番です。

解約理由は借手の変更のためです。 

報告第５号、第６号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借りを

行っている農地で、貸人、●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●●●

●●様、申請地、●●●●●●番他３筆です。解約理由は売買のためです。 

報告第７号、第８号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借りを

行っている農地で、貸人、●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●●

●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番他２筆です。解約理由は借

手の都合のためです。 

報告第９号、貸人、●●●●●、●●●様、借人、●●●●●、●●●●

様、申請地、●●●●●●●●●番です。解約理由は借手の都合のためです。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

次に、別紙Ａ４の資料３ページの使用貸借終了農地返還通知をご覧くださ

い。これは使用貸借権を中途解約するもので、１７件受理しています。 

報告第１号から第３号をご覧ください。これらは農地機構を通じて貸し借

りを行っている農地で、借人が●●●●、●●●様の解約で、解約理由は転

用のためです。貸人は、第１号、●●●●●●●●、●●●●様、申請地、

●●●●●●●●●●●●番他７筆、第３号、●●●●●●●●、●●●●

様、申請地、●●●●●●●●●●●●番●です。 

報告第４号、第５号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借りを

行っている農地で、貸人、●●●、●●●●様、借人、●●●●、●●●様、

申請地、●●●●●●●●●●●●番です。解約理由は借手の都合のためで

す。 

報告第６号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借りを行ってい

る農地で借人のみ解約するもので、借人が●●●●、●●●様の解約で、解

約理由は借手の都合のためです。 

報告第７号から第１０号をご覧ください。これらは借人が●●●●、●●

●様の解約で、解約理由は病気等で労力不足のためです。貸人は、第７号、

●●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番●、第８号、

●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番●他１筆、第９号、

●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番他１筆、第１０号、

●●●●、●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番他１筆です。 

報告第１１号、貸人、●●●●●●●●、●●●様、借人、●●●●●●

●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●番です。解約理由

は借手の都合のためです。 

報告第１２号、貸人、●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●●

●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●他２筆です。解約理

由は借手の都合のためです。 

報告第１３号、第１４号をご覧ください。これらは貸人が●●●●●●●、

●●●●様の解約で、借手の都合のためです。借人は第１３号、●●●●●

●●、●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番他３筆、第１４号、●●

●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●番●他２筆です。 

報告第１５号、貸人、●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●●

●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番他８筆です。解約理由

は借手の都合のためです。 

報告第１６号、第１７号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借

りを行っている農地で、貸人、●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●

●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●他７筆です。解約

理由は借手の都合のためです。 

以上で報告を終わります 

 

事務局の報告が終了致しました。 

日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１号



  

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

山下加代子委員 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

十川隆行委員 

 

 

事務局 

 

 

 

から第３号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願い致します。 

 

今月の３条の案件につきまして、まず、会長提出議案の第１号及び第３号

は取下げの申出がありましたので、ご報告させていただきます。したがいま

して、今月の３条の案件は１件となりまして、面積にして５，０１４．７３

㎡の５筆です。議案書１ページからでございます。 

会長提出議案第２号について、ご説明させていただきます。地区番号１、

受付年月日、令和５年９月２９日。譲渡人、●●、●●●●●●●●●●様、

譲受人、●●●、●●●●●●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●

●番他４筆、台帳地目、現況地目ともに田、登記上の地積は５，０３１㎡で、

そのうち５，０１４．７３㎡に権利設定を致します。譲渡人、譲受人の申請

事由及び権利については、営農型太陽光発電設備への一時転用に伴う区分地

上権の設定です。経営面積は０㎡、受人従事数は０人です。資料と致しまし

ては２ページとなります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●●●の北西約６００ｍに

位置しております。譲受人は太陽光発電事業を営む法人であり、このたび営

農型太陽光発電設備への一時転用に伴い、５条申請で使用貸借権を設定する

面積を除いた面積で区分地上権を設定するため申請に及びました。下部農地

では芝の栽培を行う計画です。本議案と関連する一時転用についての詳細は、

会長提出議案第１５号にてご説明させていただきます。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案につきましては●●地

区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願い致します。 

 

先日、見に行きました。また、山言うたらいかんのやけど、木がいっぱい

生えて、そのままなんですけど、許可が出とんで、問題ないと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第２号につきまして質疑等があ

りましたら、ご発言を認めます。 

はい、どうぞ。 

 

先ほどの●●●●●●、譲受人が。これ●●●●●●、いつこれ土地を購

入か何かするんですか。 

 

こちらの●●●●●●さんは今年４月の申請で、農地の所有権を取得、申

請があったんですが、当初から営農型太陽光発電として、その下部に芝をす

るときに、申請するときには土地の所有者、譲渡人が●●●●●●になって

いるその前の所有者という状態ではちょっと申請できんかったので、先に３



  

 

 

 

 

 

十川隆行委員 

 

事務局 

 

 

 

十川隆行委員 

 

 

事務局 

 

 

十川隆行委員 

 

事務局 

 

事務局 

 

 

十川隆行委員 

 

事務局 

 

十川隆行委員 

 

事務局 

 

十川隆行委員 

 

 

事務局 

 

十川隆行委員 

 

議長（会長） 

 

条で取得して、実際、今、荒廃農地になってしもうとんですけど、再生利用

をするという形で、圃場営農型の許可を受けた段階から農地の復元作業を開

始して、芝の栽培と営農型太陽光発電の設備の設置を工事でしていくという

ことでした。 

 

３条申請から今度５条に変わるでしょう。 

 

●●●●●●さんの３条申請というのは、その農地で芝を栽培するという

計画での所有権の取得。土地の所有者を●●●●●●さんにしてから、その

土地を●●●●さんのほうで。 

 

３条で、僕が聞いとるんは、３年３作せなんだら移動できんいうて聞いと

るんやけど、これは関係ないんですか。 

 

これは●●●●さんに所有権を移転するのでなくて、３条の区分地上権の

設定というのが、営農型の太陽光発電というものを一時転用をするときに。 

 

そこだけであったら構んの。 

 

そうです。 

 

屋根みたいになるでしょう。上に覆いかぶさる部分だけの権利を設定させ

てもらういうだけで、下の農地じゃないので、下は農地として残るので。 

 

下は残る。 

 

はい。 

 

残るけど。 

 

上側の部分だけ。柱は次の５条で出てきます。 

 

ほやから、それ構わんのかと言よるんや。３年３作の要件にかからんのか

と言よるんよ。 

 

一応、永久転用でなくて一時転用という形なので。 

 

そうですか。分かりました。 

 

ほかにございませんか。 

 



  

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２号につきましてお諮りします。議案第２号について異

議はありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２号を原案のとおり認めることと致します。 

日程第３ 非農地証明願いについて、会長提出議案第４号から第１２号を

議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願い致します。 

 

それでは、非農地証明願いについてご説明させていただきます。議案書の

２ページをお開きください。今回の非農地証明案件は９件ございます。対象

農地は２５筆で、地積が９，９３１㎡です。それでは、個別案件についてご

説明させていただきます。 

会長提出議案第４号、地区番号２、受付年月日、令和５年９月２９日。申

請人、●●●●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●

●番他１筆です。台帳地目、１筆田、１筆畑、現況地目、全筆山林、合計地

積８４１㎡です。申請理由は、昭和４８年頃から４５年以上耕作不能な状態

が継続し、山林化したためです。お手元の資料４ページ、５ページをご覧く

ださい。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●から南東約２，１００ｍ

に位置しております。平成３年に相続により申請地を取得しております。申

請地は山林に隣接した農地であり、申請者は病弱なため耕作放棄となり、山

林化したものです。位置図は資料４ページ、写真方向図は資料５ページ左側、

現況写真は資料５ページ右側になるのでご確認ください。 

会長提出議案第５号、地区番号３、受付年月日、令和５年９月２９日。申

請人、●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番●です。台帳

地目畑、現況地目山林、地積１，２１５㎡です。申請理由は、平成元年頃か

ら３５年以上耕作不能な状態が継続し、山林化したためです。お手元の資料

６ページ、７ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●から南西約４００

ｍに位置しております。平成３０年に相続により申請地を取得しております。

申請地は山林に隣接した農地であり、平成元年頃から山林化が始まったため

耕作放棄となり、山林化しました。位置図は資料６ページ、写真方向図は資

料７ページ左側、現況写真は資料７ページ右側になるのでご確認ください。 

会長提出議案第６号、地区番号３、受付年月日、令和５年９月２９日。申

請人、●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●他７筆です。

台帳地目、全筆畑、現況地目、全筆山林、合計地積３，２４７㎡です。申請

理由は、平成１０年頃から２５年以上耕作不能な状態が継続し、山林化した



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ためです。お手元の資料８ページから１１ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●から北約４００ｍに位置

しております。平成２１年に相続により申請地を取得しております。申請地

は山林に隣接した農地であり、平成１０年頃から山林化が始まったため耕作

放棄となり、山林化しました。位置図は資料８ページ、現況写真は資料１０

ページ右側、１１ページになるのでご確認ください。 

会長提出議案第７号、地区番号３、受付年月日、令和５年９月２９日。申

請人、●●●●、●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●他３筆です。

台帳地目、全筆畑、現況地目、全筆山林、合計地積１，６４５㎡です。申請

理由は、平成５年頃から３０年以上耕作不能な状態が継続し、山林化したた

めです。お手元の資料１２ページ、１３ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●から南西約７２

０ｍに位置しております。昭和６０年に贈与により申請地を取得しておりま

す。申請地は山林に隣接した農地であり、平成５年頃から山林化が始まった

ため耕作放棄となり、山林化しました。位置図は資料１２ページ左側、写真

方向図は資料１３ページ左側、現況写真は資料１３ページ右側になるのでご

確認ください。 

会長提出議案第８号、地区番号３、受付年月日、令和５年９月２９日。申

請人、●●●●、●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●です。台帳

地目畑、現況地目山林、地積２０８㎡です。申請理由は、昭和４８年頃から

５０年以上耕作不能な状態が継続し、山林化したためです。お手元の資料１

４ページ、１５ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●から南西約７２

０ｍに位置しております。昭和５７年に相続により申請地を取得しておりま

す。申請地は山林に隣接した農地であり、昭和４８年頃から山林化が始まっ

たため耕作放棄となり、山林化しました。位置図は資料１４ページ左側、写

真方向図は資料１５ページ左側、現況写真は資料１５ページ右側になるので

ご確認ください。 

会長提出議案第９号、地区番号３、受付年月日、令和５年９月２９日。申

請人、●●●●、●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番他３筆です。

台帳地目、田３筆、畑１筆、現況地目、全筆山林、合計地積１，７３３㎡で

す。申請理由は、平成１０年頃から２５年以上耕作不能な状態が継続し、山

林化したためです。お手元の資料１６ページから１９ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●●●から北約

４８０ｍに位置しております。平成２２年に相続により申請地を取得してお

ります。申請地は相続で農地を取得したときには既に耕作放棄となっており

山林化が始まっており、農地取得後も耕作放棄が続き山林化しました。位置

図は資料１６ページ、現況写真は資料１９ページ右側になるのでご確認くだ

さい。 

会長提出議案第１０号、地区番号５、受付年月日、令和５年９月２９日。

申請人、●●●●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●
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松岡浩二委員 

 

 

●●番●です。台帳地目田、現況地目道路、地積１４０㎡です。申請理由は、

耕作道として利用しているためです。お手元の資料２０ページ、２１ページ

をご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●から南東約１６０ｍに位

置しております。平成２６年に相続により申請地を取得しております。農業

用機械の大型化により既存の耕作道では道幅が狭いため、平成５年頃に耕作

道の拡幅を行ないました。位置図は資料２０ページ、写真方向図は資料２１

ページ左側、現況写真は資料２１ページ右側になるのでご確認ください。 

会長提出議案第１１号、地区番号５、受付年月日、令和５年９月２９日。

申請人、●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●です。台

帳地目田、現況地目雑種地、地積１６７㎡です。申請理由は、平成３０年の

県道拡張時に分筆した後、造成され非農地となったためです。お手元の資料

２２ページ、２３ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●から南東約１，２６０ｍ

に位置しております。平成１８年に相続により申請地を取得しています。県

道拡幅時にできた残地であり、隣接する宅地と一体化となるように県の工事

による造成がありました。また、申請地の一部を進入路としても造成が行わ

れ、耕作不能な農地となったためです。位置図は資料２２ページ、写真方向

図は資料２３ページ左側、現況写真は資料２３ページ右側になるのでご確認

ください。 

会長提出議案第１２号、地区番号５、受付年月日、令和５年９月２９日。

申請人、●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番他２筆です。

台帳地目、田２筆、畑１筆、現況地目、全筆山林、合計地積９４３㎡です。

申請理由は、平成１４年頃から２０年以上耕作不能な状態が継続し、山林化

したためです。お手元の資料２４ページ、２５ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●から南東約１，２６０ｍ

に位置しております。平成１８年に相続により申請地を取得しております。

申請地は相続で農地を取得したときには既に耕作放棄となっており山林化が

始まっており、農地取得後も耕作放棄が続き山林化しました。位置図は資料

２４ページ左側、写真方向図は資料２４ページ右側、資料２５ページ左側、

現況写真は資料２５ページ右側になるのでご確認ください。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区、

●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお

願いします。 

まず、●●地区から。 

 

第４号議案ですが、●●地区は１０月１３日、現地確認を行いました。委

員全員で現地のほうへ向かいまして、この５ページの地図の写真を見ていた

だいたらと思うんですけど、この写真の中で奥に池の堤があると思いますけ
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ど、その奥側の山林化したところが該当する農地です。委員全員でそこを見

まして、問題ないだろうということで判断しました。ご審議よろしくお願い

します。 

 

続きまして、●●地区代表委員からご報告をお願いします。 

 

日曜日に推進委員と共に確認しましたところ、山林化しておりましたので、

特に問題ないと思いますので、よろしくお願い致します。 

 

第６号についてご報告致します。私たち１０月１４日に現地確認を行いま

した。それで、全部で８筆、３，２４７㎡と大変広いのですが、写真にもあ

りますように、どの角度から見ても雑木と竹が茂って山林化しておりました。

よろしくご審議いただきたいと思います。 

続いて、第７号と第８号、同時に報告致します。１０月１４日、現地確認

を行いましたが、●●さんと●●さんの２件の申請なんですけれども、これ

は道路からはよく見えるんですけど、入っていく道がないんです。それで皆

さん、行った人みんなで道路から眺めて、これは絶対無理ですと。雑木が大

きいなっとるんです。もうこれは山林化は間違いないなと判断致しました。

よろしくご審議いただきたいと思います。 

それと、第９号、●●の●●さんの件なんですけれども、これは上３筆、

●●●●番、●●●●番の●、●●●●番、岸にも竹というか笹というか、

大分大きくなったのが生えておりました。そこをよじ登って上へ行ったんで

す。行ってみましたら、きれいに管理されておりました。きれいにいっても、

最近はまだ管理していなかったのか、笹みたいなのが２０cm、３０cmぐらい

生えておりました。これは山林でもなく原野でもなく、手を入れたら元の状

態に返るんじゃないのかなと私たち判断致しました。４番目の●●●●番の

２、これは大変雑木が生えて山林化しておりました。よろしくご審議いただ

きたいと思います。お願い致します。 

 

１枚については再生は可能ですか。 

 

●●さん、どんなでしょう。再生可能。 

 

笹は生えているんですけども、木は生えてないんです、今の３筆。ですか

ら、再生は今のところ可能というふうに、現地を見てそういう判断をしてお

ります。 

 

もう一度、再生可能な地番はどれですか。 

 

上の３つです。●●●●、●●●●の●、●●●●、この３つは、周りは

確かに笹は生えているんですけども、肝心の平地のところは、まあこれ地目
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全委員 

田ですので、台帳は。多少は笹は根が張って生えとるんですけど、再生可能

ではないかなということで、ちょっと時期はまだ早いという、見に行ってそ

ういう判断をしております。 

 

それでは、下の１筆だけは山林として認めましょうと。あと３筆は再生で

きるのではないかということで、一応この期は見送ることで。 

 

はい。 

 

続きまして、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第１０号議案、１１号議案については、●●地区１３人の委員の中で１人

欠席がありましたけども、１０月１５日に現地確認して、妥当いうことで承

認の結論がつきました。 

それから、１２号議案については、３筆ありますので、●●番と●●●番

がまだ、先ほどの話と一緒で、まだ山林化には至ってないという意見で、全

員これはまだ妥当ではないなという話にまとまりました。それから、●●●

番については裏山に引っついていますので、承諾ということでまとまりまし

た。 

 

今の地区委員の報告どおり、１筆は山林、２筆はまだ再生可能でないかと

いうことで見送ることに致します。 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第４号から第１２号につきまし

て質疑等がありましたら、ご発言を認めます。 

はい、どうぞ。 

 

８号、これは写真があれですか、どうなっとるんだろか。７と８を一緒に

したというんか、写真を見たらこれ同じとこが出てるかと。撮れんのか。 

 

入れんのです。 

 

それこそドローン使うたらよかった。了解です。 

 

ほかにございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第４号から第１２号につきましてお諮りします。議案第４

号から第１２号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 
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それでは、議案第４号から第１２号を原案のとおり認めることと致します。 

日程第４ 農地法第４条に基づく申請審議について、会長提出議案第１３

号、第１４号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

今月の４条の案件は２件ございまして、面積にして１，０１２．６８㎡、

６筆です。 

それでは、個別の案件についてご説明致します。議案書４ページからでご

ざいます。 

会長提出議案第１３号、地区番号４、受付年月日、令和５年９月２９日。

申請人、●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●番

●、台帳地目田、現況地目境内、地積３７９㎡。転用目的、境内地、建築面

積３１．６６㎡。工事着完予定年月日は昭和４６年１１月１日から昭和４７

年５月１０日。農地区分は第２種農地、無断転用是正の申請です。資料と致

しましては２６から２７ページで、位置図を２６ページの左側に掲載してお

ります。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●の南西約１kmに位置し、隣接については、田及び道路、水路に

接しております。このたび、昭和４６年頃から移転して境内地として利用し

ている申請地の無断転用を是正する旨の転用申請がありました。なお、地元

土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。また、始末書も添付

され反省の念を示していることなどから、許可も止むを得ないと考えており

ます。 

続きまして、会長提出議案第１４号、地区番号５、受付年月日、令和５年

９月２９日。申請人、●●●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●

●●●●●●●●番●他４筆、台帳地目田、現況地目宅地及び道路、地積合

計６３３．６８㎡。転用目的、加工場、駐車場、進入路、建築面積１４５．

０８㎡。工事着完予定年月日、昭和４８年１月１日から令和６年７月３１日。

農地区分、第３種農地、無断転用是正の申請です。資料と致しましては２８

から２９ページで、位置図を２８ページ左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●の南東約

２００ｍに位置し、隣接については、田、宅地及び道路、水路に接しており

ます。このたび、昭和４８年頃から味噌の加工場及び駐車場、進入路として

利用している申請地の無断転用を是正するとともに、大型車両進入のため進

入路の拡幅をする旨の申請がありました。なお、地元土地改良区をはじめ、

水利組合の同意も得ております。また、始末書も添付され反省の念を示して

いることなどから、許可も止むを得ないと考えております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案につきましては、●●
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地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願い

します。 

●●地区からお願いします。 

 

１３号議案ですけれども、先日、全員で伺いました。内容は事務局の説明

どおりです。よろしく審議お願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員からの報告をお願いします。 

 

第１４号議案、●●さんのところは、全員で申請妥当ということで判断し

ました。よろしくご審議ください。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１３号、第１４号につきまし

て質疑等がありましたら、発言を認めます。 

はい、どうぞ。 

 

第１４号ですけど、●●さんやったら、議会でえらい活躍されとる方だと

思うんですが、その方がこんな昭和４８年から放ったらかしというのはちょ

っと考えられんです。これマスコミなんかが知ったらもうえらいことになる。 

 

親の代にしとった。 

 

それにしたって、立場考えたら絶対これはいかんでしょう。 

 

ほやけん、親の代で知らなんだんかなというあれはあるんですけど。 

 

一般人と同じような扱いですか、これ。これはちょっといかがかと私は思

いますけど。 

 

申請についてはもう３年ぐらい前から届けを出しとったんやけど、なかな

か前へ向いて進まんというところがありまして、一応是正ということで受付

をしました。 

 

私も、てっきりしとるもんやと思うて、こっちはね。もう道になっとるも

んやと思いよって。 

 

立場もあろうかと思われますが、ほかにもいっぱい無断転用の案件はまだ

まだございますので。まだ無断転用の是正を出してくれただけましかなと。

ということでご理解お願い致します。 

 

これって完全な個人道ですか。完全に個人道として。 
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前に、町のときに道の申請はしたげなんやけど、それがちょっとどなんな

ったんか、できとらなんで、ほんで市が合併したときに、してくれ言うたん

やけど、市がいかん言うて。市道の申請したらいかん言うて。 

 

この申請を上げる前に、道路部分を市道認定をしてくれんかという協議も

したみたいなんです。ただ、市道認定するには要件があって、その要件に合

致してなかったんです。合致しなかったから、もう●●さん個人で是正をす

るというふうな流れになっております。 

 

ほやけん、今ではほかの人ももう生活道みたいにそこをようけ頻繁に通り

よるんで。 

 

半分もう道を寄附したみたいな形にはなっとるんですね。 

 

私もてっきり市のもんや思いよった。ほやけど、町のときには町が舗装し

とったと思うんやけどな。まだ議員しよらん頃、しとったように思うけど。 

 

いや、これ見たら、●●●線と●●●●前と、これずっとつながるんでし

ょう。ほんで、４ｍあったら市道認定、寄附したら。 

 

それが今の認定基準に合わんらしいんです。だめやと言われたらしいんで

す。 

 

ほやけん、農道だったら、ひょっとしたらいけるかもわからんな。 

 

いや、もう完全な生活道や。 

 

生活道やけんな、完全に。 

 

幅員はこれ４ｍあるん。 

 

４ｍぐらいはあったと思うんやけどな。 

 

あったと思うんですけど。 

 

なかったかいな。 

 

４ｍないけん違うん。 

 

４ｍあったら市道になる、ほんで３ｍあったら農道になるんや。農道舗装
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ができる。ほやけど、農道に申請せんと市道に申請したということは、４ｍ

なかったんだろうと思う。 

だけん、対向できんけんな。車が対向できん。４ｍあったら、軽同士だっ

たらできる可能性はあるんやけど。 

 

ええんじゃないですか。 

 

それでは、議案第１３号、第１４号につきましてお諮りします。議案第１

３号、第１４号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１３号、第１４号を原案のとおり認めることとし、香川

県へ進達致します。 

続いて、日程第５ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提出議

案第１５号から第２０号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

今月の５条の案件は６件ございまして、面積にして５，６１０．５５㎡、

１３筆です。 

それでは、個別の案件についてご説明致します。議案書は５ページからで

ございます。 

会長提出議案第１５号、地区番号１、受付年月日、令和５年９月２９日。

譲渡人、●●、●●●●●●●●●●様、譲受人、●●●、●●●●●●●

●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番他４筆、台帳地目、現況地目と

もに田、地積１６．２７㎡。転用目的、営農型太陽光発電設備、工事着完予

定年月日、令和５年１１月２０日から令和１５年１１月１９日。権利、賃借

権設定とありますが、昨日訂正がありまして、使用貸借権設定となりました

ので訂正させていただきます。申し訳ございません。農地区分は第１種農地

です。資料と致しましては３０から３１ページで、位置図を３０ページの左

側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●●●

の北西約６００ｍに位置し、隣接については、田及び道路、水路に接してお

ります。申請者は太陽光発電事業を営む法人であり、事業拡大のため太陽光

発電設備用地に適した土地を探していました。一方で、譲受人は芝の栽培を

主な事業とする農地所有適格法人であり、荒廃農地を復旧し営農型発電設備

用地とするため申請地の所有権を取得しており、また、両者は他市において

営農型発電設備に取り組んでおり実績もあり、双方の意向が合致したことか

ら営農型太陽光発電設備申請に及んだものです。荒廃農地となった申請地を

再生利用し、太陽光発電パネル８６４枚、発電出力４９６．８kw、支柱４６

８本を設置し、敷地の北東側にある既存電柱へと送電する計画です。また、



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下部農地では芝の栽培を行う計画です。 

本市と致しましては、農作物への影響をはじめ、農作業を効率的に行うた

めの空間も確保されていること、地元土地改良区や水利組合の同意も得てい

ること、また、四国経済産業局による設備認定も受け、事業の実施も確実で

あると見込まれることなどから許可相当と判断するもので、第１種農地でご

ざいますが、農地法施行令第１１条第１項の「申請に係る農地または採草放

牧地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであ

つて、当該利用の目的を達成する上で当該農地または採草放牧地を供するこ

とが必要であると認められること」の不許可の例外に該当します。また、こ

のたびの申請は営農型太陽光発電設備の支柱の地面に接している面積の権利

設定の申請になり、それ以外の面積は、先ほど会長提出議案第２号でご説明

させていただいた第３条の区分地上権の設定となっております。以上です。 

続きまして、会長提出議案第１６号、地区番号３、受付年月日、令和５年

９月２９日。譲渡人、●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●●●、●

●●●●●●●●●●●様。申請地、●●●●●●●●番●他１筆、台帳地

目、現況地目ともに畑及び田、地積８１４㎡。転用目的、分譲住宅、工事着

完予定年月日、令和６年１月２０日から令和７年１月１９日。権利は所有権

移転売買、農地区分は第２種農地です。資料と致しましては３２から３３ペ

ージで、位置図を３２ページの左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●●の

南西約２７０ｍに位置し、隣接については、畑及び道路、水路に接しており

ます。申請者は不動産業を営む法人であり、分譲住宅用地に適した土地を探

していたところ、農地の管理に困っていた土地所有者との意向が合致し、転

用申請に及んだものです。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得て

おります。 

続きまして、会長提出議案第１７号、１８号、１９号は関連がありますの

で、併せてご説明します。 

最初に譲渡人及び申請地についてご説明します。 

会長提出議案第１７号、地区番号３、受付年月日、令和５年９月２９日。

譲渡人、●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●番●、台帳地

目、現況地目ともに田、地積１，２０５㎡。 

会長提出議案第１８号、地区番号３、受付年月日、令和５年９月２９日。

譲渡人、●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●番●他１筆、台帳

地目、現況地目ともに田、地積６７７．２８㎡。 

会長提出議案第１９号、地区番号３、受付年月日、令和５年９月２９日。

譲渡人、●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●番●他１筆、

台帳地目、現況地目ともに田、地積８２３㎡。 

次に、譲受人及び申請内容についてご説明します。譲受人、●●●、●●

●●●●●●●●●●様。転用目的、宅地分譲、工事着完予定年月日は令和

６年１月１５日から令和６年６月３０日。権利は所有権移転売買。農地区分

は第３種農地です。資料と致しましては３４から３５ページで、位置図を３
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４ページの左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●の南約１

５０ｍに位置し、隣接については、田、宅地、学校用地及び道路に接してお

ります。申請者は不動産業を営む法人であり、宅地分譲用地に適した土地を

探していたところ、農地の管理に困っていた土地所有者との意向が合致し、

転用申請に及んだものです。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得

ております。 

次に、会長提出議案第２０号、地区番号４、受付年月日、令和５年９月２

９日。譲渡人、●●●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●、●●●●

様。申請地、●●●●●●●●●●●●番●●、台帳地目畑、現況地目畑及

び宅地、地積２，０７５㎡。転用目的、ブリーダー事業用地、工事着完予定

年月日、令和５年１１月３０日から令和６年７月３１日。権利は所有権移転

売買、農地区分、第３種農地です。資料と致しましては３６から３７ページ

で、位置図を３６ページの左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●の西約１７０ｍに位置し、隣接については、山林及び道路に接

しております。申請者はブリーダー業を営んでおり、犬の頭数が増えたこと

から現在の事務所が手狭となり、新たな事務所や飼育施設、ドッグラン等と

して利用できる土地を探しており、農地の管理に困っていた土地所有者との

意向が合致し、転用申請に及びました。申請地には平成１１年頃に譲渡人が

農地転用の許可を得ずに造成しており、既存の建造物を事務所や飼育施設、

物置として利用し、農地として残っている部分を整地してドッグラン用地と

する計画です。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。

また、始末書も添付され反省の念を示していることなどから、許可も止むを

得ないと考えております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案につきましては、●●

地区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の

報告をお願いします。 

まず、●●地区から。 

 

放っとったら山になってしまうところを活用していただくので、もう仕方

ないんでないんかいな思うたりもしますけど、よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

１６号は宅地分譲ということで、労力不足で、特に問題なかったと思いま

す。１７、１８号も、●●●●●●●●●●●の南側ですけども、これも宅

地分譲、止むを得んと思います。よろしくお願い致します。 
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大塚ノブ子委員 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

これ全員で見てまいりました。候補地としては非常にええとこやなと。周

りに家もないし、よろしくお願いします。 

 

地区代表委員からの報告が終わりました。議案第１５号から第２０号につ

きまして質疑等がありましたら、ご発言を認めます。 

はい。 

 

１５号で、営農型のソーラー、これって田面から何ぼ上がるん。営農型の

ソーラー、下で、要は畑地だったら８割程度の収益が上がるいうことで許可

ができると思うんですけど。 

 

営農型の太陽光発電設備への一時転用なんですが、おっしゃるとおり、通

常の場合、売上げの計画を出してもろて、基本的に３年間の計画で、その計

画で出してきた収穫量の８割を下回っとったらのけないかんということなん

ですけども、そうでない場合があるんです。それが、荒廃農地の再生利用の

場合は。 

 

いや、営農型いうことなので、高さ。 

 

すみません、売上高じゃなくて営農型の高さですね。大変失礼致しました。

今回出てきているのが、下で耕作する作物が芝ということで、農業用機械な

んかは入らないんです。それで、図面上、今、現状、出てきている図面から

見ますと、地上高から２ｍの高さに設置するという図面で出てきています。 

 

よろしいですか。 

 

はい、どうぞ。 

 

１５号なんですけれども、所在地番、計６筆で１６．２７㎡と出ておりま

す。●●さんのお話を聞きますと、木がいっぱい生えて山林化しております

という、これは計算上出た数字なんですか。 

 

営農型太陽光発電の一時転用をする面積というのは、太陽光パネルの支柱

の面積です。だから、今、山が生えとるから実際耕作できる面積がその面積

というのではなくて、ほやけんもう申請地はもう全部再生利用するいうて農

地に復旧をした上で、その全面に芝ができる状態にした上で、太陽光発電の

パネルの支柱が地面に接するというか刺さっとる面積がその面積になる。 

 

そうしたら、あくまでも計算上の数ですね。 
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そうです。 

 

最初の３条申請のときの面積５，０３１、それが全体の面積。 

 

で、これが支柱の面積。これは計算上出た面積ですね。 

 

そうです。 

 

分かりました。 

 

はい、どうぞ。 

 

先ほど荒廃地がどうやら、もうちょっと説明してください。 

 

営農型太陽光発電の申請をするときに、荒廃農地を再生利用して農地に復

元して上で太陽光をしますというやり方の場合は、申請期間が３年でなくて

１０年で設定できたりとか、一時転用の期間が１０年でできたり、あとは、

営農計画の中で売上高が下回ったらのけないかんという制限がなかったりす

るんです。この申請地におきましては、非農地証明も去年出てきて通らなか

って、第１種農地ということで通らなかったりして、もうこういう機会でも

ないと多分、農地復元というのはなかなか難しいかなということで、許可相

当であるかなという考えております。 

 

すごい論法やな。きまりがそうなっとるんやったら仕方ないだろうけど、

ほんなら、放っとったら構んのや。荒廃地にしたらええんや。 

 

一応ここは圃場整備しとるところなんですけど、もうずっと以前から、●

●の委員さんから報告あったように山林化しとって、とてもちょっと、どな

んしたら解消したらええかないうて考えとったところです。これを機に、申

請が上がった時点で、ちょっと県とも相談しながら、こういうふうな手法を

使って解消したらどうかということで出てきとる案件です。 

 

そやから、それでいいんでしょう。だから、この手もあるなということで

す。 

 

問題は、●●●●●●がそこまで荒らしとったいうのが１つの問題点かな

と思います。でも、もうどうしようもなく。 

 

●●●●●●が荒らしとったん。 
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いや、違う。 

 

前の人が荒らしとった。 

 

最初荒らしとったところを、それをきちんとしとらなんだいうんがいかん。

それまで期間があったけんな。●●●●●●が買うてから、この期の問題が

できるまで期間があったのに●●●●●●は放っとったというのが問題なわ

けよ。 

 

先ほどあった、１０年過ぎた場合はどうなるんですか。 

 

これは１０年ごとに更新という形になるんです。１０年後にもう一回また

再度申請すると。 

 

申請はいいんよ。そのときも同じですか。芝が生えとればオッケーという

ことですか。 

 

はい、そうです。 

 

営農ではないんやな、あくまでもね。 

 

いや、確認したんですけど、芝も営農に入るということで。 

 

いやいや、営農って、売らなんだら営農になりませんよ。 

 

いや、芝も農作物に該当するらしいです。 

 

いや、当初この何たら●●●●は、それを事業にしますいうて作った。 

 

そうです。芝を。 

 

それは分かるんです。ほやけど、ここは構んのやな。 

 

芝を栽培して、切って剥いで売るんです。 

 

それは計画に入ってないでしょう。 

 

営農計画に入っています、それは。 

 

いや、それせんでもええと今説明したんちゃうん。 
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せんでもええんでなくて、最初、１０年たったときに、１０年前、申請時

点で計画として出してきた売上げの、ほやけん、普通の荒廃農地の再生利用

じゃない営農型太陽光発電の一時転用の場合は、計画の８割を下回っとった

らのけないかんというのがあるんですけど、そこまで言われない。もし仮に

１０年後、計画の８割に満てなくても、撤去までは言われないということで

す。 

 

要は、今、荒廃農地になっとるから作物を作れんような状態だから、収入

がないんです。今まで出てきたのは耕作できた土地で、米とかを作りよると

ころをするから、それに対して落ちたらだめですよという話で、だから、も

う売上げの分はないからええですよというふうな。 

 

そうそう。だから、１０年間はもう構いませんよということやけど、じゃ、

１０年後、新たにするときに、そこはもう荒廃農地じゃなしに出てくるとい

うことやね。 

 

それはあり得ます。復旧しとるから、あり得ます。 

 

それと、今これ賃貸が使用貸借に変わったら、使用貸借は要は貸主が変わ

ればアウトだよね。そこら気つけとかなね。賃貸であったらその権利が１０

年間継続されるけど、使用貸借に変われば、土地の所有者が変われば、その

時点でまた契約し直さなんだらアウトですね。 

 

そうですね。おっしゃるとおりで、営農型太陽光発電の場合は毎年、年に

１回報告があるんです。なので、そのときに権利関係、譲渡人、譲受人が変

わってないかとか、目を光らせておく必要はあると思います。 

 

ほかにございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案１５号から第２０号につきましてお諮りします。議案第１

５号から第２０号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１５号から第２０号を原案のとおり認めることとし、香

川県へ進達致します。 

続きまして、日程第６ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議

案第２１号を上程致します。 

なお、今月の議案で、農地中間管理事業対象農用地等総括表の２番から１
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１番が●●委員の関係議案になり、除斥対象議案になりますので、後で別審

議と致します。 

では、事務局から説明を求めます。 

 

会長提出議案第２１号についてご説明致します。 

７ページをご覧ください。これは、農地機構を通じて農地の売買を行うも

ので、８月定例会で売手から農地機構への所有権移転が議案にありましたが、

今回は農地機構から買手への所有者移転を行うもので、１件あります。 

買手は●●●●●●●●●様で、対象農地が●●●●●●●●番他１筆で

す。 

次に、農地の貸し借りについての説明で、議案書８ページから１０ページ

となっております。 

個人８件、法人１件、中間管理機構２０件の合計２９件となっております。

２９件のうち新規２１件、再設定８件となっております。２９件のうち賃借

権４件、使用貸借権２５件となっております。賃借権の内訳と致しましては、

５，０００円が３件、２，０００円が１件となっております。 

期間は、１５年１件、１０年９件、８年２か月１件、６年８件、５年９か

月１件、５年２件、３年７件となっております。 

続いて、農地中間管理事業対象農用地等総括表の委員さんの案件を除いた

２９件についてご説明致します。別紙のＡ３の総括表をご覧ください。 

貸付先は、個人１６件、法人１３件となっております。設定する権利等の

種類は、賃借権９件、使用貸借権２０件となっております。期間は、１５年

３件、１０年４件、８年２か月１件、６年１７件、５年９か月１件、３年３

件となっております。利用内容は、水稲、麦、露地野菜、飼料用作物の作付

となっております。 

以上です。 

 

説明が終了致しました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては案

件も多く、時間がかかりそうですので、一括して審議に入ります。質疑があ

る方は整理番号指定の上、ご発言ください。 

どうぞ。 

 

ちょっと前の、整理番号１、地区番号３の●●●●●。●●●●●ってど

こですか。 

 

●●です。●●さん。 

 

ああ、●●さん。ありがとうございました。 

 

「質疑なし」との声あり。 
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それでは、農地中間管理事業対象農用地等総括表の２番から１１番を除く

議案第２１号について原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、農地中間管理事業対象農用地等総括表の２番から１１番を除く

議案第２１号について原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、農地中間管理事業対象農用地等総括表で●●委員の関係議案

である２番から１１番の審議に入ります。 

それでは、●●委員の退席を求めます。 

 

（●●委員 退席） 

 

では、事務局から説明を求めます。 

 

農地中間管理事業対象農用地等総括表についての委員さんの案件は１０件

で、使用貸借権１０件となっております。期間は１０年が１０件となってお

ります。利用内容については、水稲、麦の作付となっております。 

以上です。 

 

説明が終了致しました。質疑等ありませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

なければ、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり承認致します。 

退席されている●●委員の再入場を認めます。 

 

（●●委員 着席） 

 

日程第７ 農業振興地域整備計画変更の答申について、会長提出議案第２２号

から第２５号までを一括上程致します。 

では、事務局から説明を求めます。 

 

今回の農業振興地域整備計画変更の答申は、農用地域からの除外が４件ありま

す。 

それでは、個別案件をご説明致します。議案書１１ページをご覧ください。 

会長提出議案第２２号、譲渡人、●●●●●●●、●●●●様、譲受人、●
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●●●●●●●、●●●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●

●●●番●他１筆です。除外後の用途は資材置場です。申請の位置でございます

が、資料３８ページをご覧ください。●●●●●●●●●●●●から東約２０

ｍに位置しております。 

会長提出議案第２３号、申請人、●●●●、●●●●様、申請地、●●●●

●●●●●番他１筆です。除外後の用途は農家住宅の宅地拡張です。申請の位置

でございますが、資料４０ページをご覧ください。●●●●●●●●●から西

約６００ｍのところに位置しております。 

会長提出議案第２４号、譲渡人、●●●●●●●●●、●●●●様、譲受人、

●●●●、●●●●外１名様、申請地、●●●●●●●●●●●●●●番●で

す。除外後の用途は分家住宅です。申請の位置でございますが、資料４３ページ

をご覧ください。●●●●●●●●●●から南西約９００ｍのところに位置し

ております。 

会長提出議案第２５号、申請人、●●●●●●●●●、●●●●様、申請地、

●●●●●●●●●●●●●●番●です。除外後の用途は農家住宅の宅地拡張

です。申請の位置でございますが、資料４５ページをご覧ください。●●●●●

●●●●●から南西約９００ｍのところに位置しております。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地区、

●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願

いします。 

●●地区代表委員から説明をお願いします。 

 

先日１６日に現地確認に行きました。許可相応で問題ないと思います。よろし

くお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員からの調査結果の報告をお願いします。 

 

第２３号についてご報告致します。私たち１０月１４日に現地確認を行いまし

た。もう既に道幅が広くなり、コンクリートで舗装されておりました。無断転用

の是正ということで、よろしいのではないかと判断致しました。よろしくご審議

をお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員からの調査結果の報告をお願いします。 

 

２４号、２５号です。これも説明どおりで、全員で見ましたけども、問題ない

でしょうということですので、よろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第２２号から第２５号につきま

して質疑等がありましたら発言を認めます。 
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「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案第２２号から第２５号につきましてお諮りします。

議案第２２号から第２５号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２２号から第２５号を原案のとおり認めることとし、香

川県へ進達致します。 

日程第８ 農業経営改善計画の審査について、会長提出議案第２６号を議題と

致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第２６号について説明させていただきます。 

申請者は●●●●さん。住所は●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●の●●●。生年月日は●●●●年●●月●日です。別紙の経営改善計画を参

照してください。 

①農業経営体の営農活動の現状及び目標の（１）営農類型としましては、露地

野菜をされています。 

②農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）生産につきま

して、ブロッコリーの現状は作付面積２８０ａで生産量が３０ｔですが、５年後

は作付面積３００ａで生産量を３２ｔに増やします。キャベツは現状、作付面積

が２８０ａで生産量が２０９ｔですが、５年後変更はありません。また、新たな

作物として、キクラゲを５年後までに作付面積１０ａで生産量２ｔに増やす予定

です。ナバナも５年後までに作付面積３０ａで生産量３ｔに増やす予定です。 

（３）農用地及び農業生産施設につきまして、アの農用地で、借入地の現状、

田が２９７ａで、こちら５年後は７５０ａに増やす予定です。畑につきましては

現状３ａですが、５年後も変更はありません。その他としまして、現状４００ａ

田を借りていますが、こちらは５年後０ａにする予定です。イの農業生産施設に

つきましては、現状、倉庫１棟５００㎡ですが、５年後は２棟で１，０００㎡に

増やす予定です。 

今後の取組としましては、農業委員会及び農地機構を通じて近隣の農地を借入

れして規模拡大を図ります。また、新規作物の導入を図り、新たな収益を得るこ

とで経営規模の拡大を図っていきます。現状の年間所得１８５万円のところ、５

年後４０１万円を目指します。経験も実績もある農業者ですので、認定農業者の

継続認定についてのご審議をよろしくお願いします。 

以上です。 

 

事務局の説明が終了致しました。本議案については●●地区の関係案件で

すので、地区代表から補足事項等がありましたら、報告をお願いします。 
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これ●●地区の案件ですが、この人は５年前より前に、新規就農で自分の

農地を持っとらんところから始めた人です。ほんで、住んどるのは●●に住

んどるんですけども、何か同級生というか連れが農業やりよる人で、そこの

農機具や何やかやを借りて最初始めた方で、それが今までずっと借地を借り

たまま露地野菜でずっとやってこられた。５年間やってこられて実績もある

方なので、別にこのまま、自分の農地を取得するなり何なりして広げていけ

ればいいんじゃないかなと私は思います。 

以上です。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第２６号について質疑等があり

ましたら、発言を認めます。 

はい、どうぞ。 

 

年間収益１８５万、それを５年後に４０１万。倍ですか。それと、そこに

新しくキクラゲを１０ａ、これはどないな栽培法をするんですか。ハウスを

使うんですか。 

 

そうです。計画書の中に、倉庫を増やすと。まだキクラゲ自体を実際でき

るかどうかまでのところにはちょっと至ってはないんですけど、新たな作物

としてしたいと。 

 

キクラゲするんだったら設備が要りますわね。大変です。 

 

そうですね。そこの説明を、私もほかの方でキクラゲを申請された方も今

までにいらっしゃったので、その話はさせてもらったんですけど、一応、今

回申請したいということで、ブロッコリーとキャベツで所得がちょっと少な

いんですけど、ただ、所得率が現状でちょっとお聞きすると、もう１割ぐら

いでおっしゃられていたので、１割で所得率を出したら１８４、５万ぐらい

出ていたので、そこは今後５年間でちょっと頑張っていただいて、そこを１

割５分ぐらい、１５％か２０％か上げていただけたらということで、４００

万円の計画は一応出してもらいました。 

 

数字がちょっと大きいからびっくりしたんです。 

 

認定する条件として、４００万はこれだけのことをしなさいという基準が

あるんです。要は５年後の目標ですから、それに向かって頑張っていただけ

たらと思います。 

 

そうですね。分かります。 

ちょっとつかぬことを聞きます。●●でキクラゲ作ってたわね。あれは成
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功しとるんですか。 

 

申し訳ないです。その後、特に連絡がなくて。●●から認定農業者の申請

が来た方はお断りしていますので。 

 

はい。ありがとう。 

 

継続して、分かるようにしとってもらいたい。 

 

はい。 

 

ほかにございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、農業経営改善計画の審査について、議案第２６号についてお諮

り致します。異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２６号について、原案のとおり承認することと致します。 

本日上程の議案については以上ですが、日程第９ その他で、何かござい

ませんか。 

農地集積専門員から何かありましたら、ご報告をお願いします。 

 

ございません。 

 

以上をもちまして、令和５年１０月農業委員会定例会を閉会とします。慎

重なるご審議を頂き、お礼申し上げます。 

 

（ ３時０１分閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・非農地証明願いについて 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第４条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業振興地域整備事業計画変更の答申について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業経営改善計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 
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